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＞補助事業参考 

①新潟県（医師・看護職員確保対策課） 

◎新人看護職員研修事業補助金（新人看護職員研修ガイドラインに基づいた研修体制整備、目標

設定、評価が要件） 

・研修経費＋教育担当者経費＋医療機関受入研修事業（外部から新人看護職員を自施設の研修に受

け入れた場合） 

 

②東京都（東京都福祉保健局） 

◎新任訪問看護師育成支援事業費補助金 

・給与費→基準額（1時間あたり 2,400 円で算出）と実支出額のいずれか少ない方の 1/2 を 2月分、

新卒の場合は 6月分助成 

・外部研修受講経費→基準額（50,000 円または新卒は 100,000 円）と実支出額のいずれか少ない方

の 1/2 を雇用後 8月までに受講する外部研修に対して助成 

 

③山梨県（山梨県看護協会） 

◎新人訪問看護師採用育成研修助成金 

・研修に係る諸経費→基準額（新卒 220,000 円、潜在 120,000 円、転職 60,000 円）と実支出額のい

ずれか少ない方の額 

※「新卒訪問看護師育成プログラム～山梨県版～」、「訪問看護師 OJT ガイドブック」に沿って行う

研修が対象 

 

④柏崎市・刈羽村連携事業 

◎看護師就労助成金 

・柏崎市内の病院等に新たに就職した場合→200,000 円（柏崎市・刈羽村連携事業） 

・就職に合わせて、柏崎市に転入した場合→100,000 円上乗せ（柏崎市独自事業） 

※柏崎市、刈羽村以外からの通勤も対象、柏崎市内の別医療機関からの転職、同系列の医

療機関内での異動・転勤は対象外 

※同一医療機関に 3年間勤務できなかった場合は、助成金を返還 


